
〈都市計画等について〉

◇用途地域

◇阿佐ヶ谷駅北東地区における建築物の

高さに関する主な制限

◇地区計画

◇地区計画の事例（練馬駅南口）

◇敷地面積の最低限度

◇建ぺい率と容積率

◇杉並区景観計画（マンセル表色系）

◇緑化計画の届出

〈道路について〉

◇すぎなみの道づくり（道路整備方針）

◇道路整備の事例（江古田北部地区）

◇自転車ネットワーク計画

◇主な道路の交通量、現状の道路幅員と交通規制
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参考資料 （第７回意見交換会）

〈その他〉

◇地震被害シミュレーション

◇道路幅員と道路閉鎖の関係

◇道路整備による防災性の向上について



○用途地域とは

用途地域制度は、土地利用の現況や動向と「都市計画区域マスタープラン（東

京都）」で示される将来の土地利用の方向を踏まえ、それぞれの地域における土

地利用に対して用途、形態、密度等に関する一定の規制を定め、良好な市街地の

形成と住居、商業・業務、工場等の諸機能の適正な配置を誘導しようとするもの

であり、現在12種類の用途地域が設けられています。

杉並区内には、工業地域と工業専用地域を除いた、10種類の用途地域が指定さ

れています。

○区内の用途地域の種類（都市計画法）

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、

近隣商業地域、商業地域、準工業地域
出典：杉並区役所公式ホームページ

用途地域
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３

平成３０年９月現在

凡例

まちづくり検討地区

用途地域



阿佐ヶ谷駅北東地区に、現在定められている建築物の高さに関す
る主な制限は以下①～③のとおりです。

※阿佐ヶ谷駅北東地区に指定された用途地域（第一種中高層住居専用地域、近隣商業
地域、商業地域）については、建築物の最高高さの制限は定められていません。

※杉並区内では、第一種低層住居専用地域において、１０ｍ及び１２ｍの最高高さの
制限が定められています。

①高度地区による北側高さの制限（P.５）→ 都市計画で決定

②道路からの高さ制限(道路斜線制限)（P.６）→ 建築基準法上の制限
（用途地域に応じて適用）

③日影規制（P.８）→ 都条例による制限

その他にも、建築基準法に基づく、隣地境界線からの高さの制限（隣地斜線
制限）などがあります。

阿佐ヶ谷駅北東地区における建築物の高さに関する主な制限

４



①高度地区による北側高さの制限

敷地の北側にある隣地などへの圧迫感をなくし、日照を
確保するために、高度地区による斜線制限を定めています。

５
第一種高度地区 第二種高度地区 第三種高度地区

阿佐ヶ谷駅北東地区における建築物の高さに関する主な制限

阿佐ヶ谷駅北東地区の第一種
中高層住居専用地域と近隣商
業地域には、「第二種高度地区」
が指定されています。



②道路からの高さ制限（道路斜線制限）

日照・通風・採光などを確保するために、敷地の前面道路の反対
側までの距離に応じて、建築できる高さに制限があります。

道路幅員4.0ｍ

３階

道路境界線

1

１．２５

２階

５．０ｍ １階

６

○用途地域が住居系の場合

・第一種低層住居専用地域

・第二種低層住居専用地域

・第一種中層住居専用地域

・第二種中層住居専用地域

・第一種住居地域

・第二種住居地域

・準住居地域

阿佐ヶ谷駅北東地区における建築物の高さに関する主な制限



道路幅員4.0ｍ

３階

道路境界線

1

１．５

２階

６．０ｍ

１階

４階

７

○用途地域が商業系・工業系
の場合

・近隣商業地域

・商業地域

・準工業地域

（・工業地域）

（・工業専用地域）

②道路からの高さ制限（道路斜線制限）

阿佐ヶ谷駅北東地区における建築物の高さに関する主な制限



「第一種中高層住居専用地域」の場合の適用イメージ

8

１０ｍ１０ｍ

敷地境界線から10ｍを超える範囲

５ｍ５ｍ

敷地境界線から５ｍを
超える範囲

この部分に２時間以上
日影を生じさせてはなら
ない

この部分に３時間以上
日影を生じさせてはなら
ない

敷地境界線

建築敷地

北
高さ10ｍを超える

建築物

５ｍ １０ｍ

③日影規制
日影規制は、主に住宅地の日照を確保することにより、良好な居住環境
を保つことを目的としています。

→商業地域等の日影対象区域外の建築物でも、高さが１０ｍを超え、対象
区域内に日影をおとす場合には、日影が規制される建築物となります。

８

阿佐ヶ谷駅北東地区における建築物の高さに関する主な制限



○地区計画とは

●地区計画とは、都市計画法による制度で、目指すべきまちの将来像を実現するため、
地区の特性に応じた道路の位置や建物の建て方等のルールを都市計画にきめ細かく定め
るものです。（街区レベルの都市計画）
建築物等に関するルールは、区の条例に定めることで、建築確認の審査対象となります。

●主に建て替えをする際、定めたルールに合わせた計画とすることで、まちづくり計画の
実現を図っていく方法です。そのため、現在の土地や建物を、すぐに地区計画に定めた
ルールに合わせるものではありません。

※杉並区では、現在、１１か所の地区で地区計画が定められています。

９

地区計画

○地区計画の構成

●地区計画の目標
⇒検討区域全体のまちづくりの目標（将来像）を定めます。

●地区計画の方針
⇒検討区域の特性に応じて分割した街区ごとのまちづくりの方針を定めます。

●地区整備計画
⇒街区ごとに建物の建て方のルール等の具体的な計画を定めます。



地区施設

敷地面積の最低限度・地区施設

壁面の位置の制限

かき又はさくの構造の制限

建築物等の高さの最高限度

建築物等の用途の制限

建築物等の高さの最低限度

建築物等の用途の制限 地区施設

建築物等の高さの最高限度

出典：国土交通省ホームページより

●地区整備計画による主なルールのイメージ図

１０

地区計画



１１

地区計画

地区計画 地区計画（法１２条の５）

特例的な活用

誘導容積型（法１２条の６）

容積適正配分型（法１２条の７）

高度利用型（法１２条の８）

用途別容積型（法１２条の９）

再開発等促進区を定める地区計画（法１２条の５）

開発整備促進区を定める地区計画（法１２条の５）

そのほかの
地区計画

沿道地区計画（沿道法）

防災街区整備地区計画（密集法）

歴史的風致維持向上地区計画（歴まち法）

集落地区計画（集落地域整備法）

街並み誘導型（法１２条の１０）

立体道路制度（法１２条の１１）

【出典】東京都都市整備局ホームページ

法：都市計画法
沿道法：幹線道路の沿道の整備に関する法律
密集法：密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
歴まち法：地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

地
区
計
画
等

沿道再開発等促進区を定める地区計画（沿道法）



道
路
境
界
線

道
路
境
界
線

道
路
境
界
線

道
路
境
界
線

最高の高さ
を定める

道路からの斜線制限
が適用されます

現 在 街並み誘導型地区計画

道路斜線の適用が
緩和されます

計画可能

建物の壁面を後退し、
歩行者空間を確保する

建築物 建築物

道路 道路

活用イメージ

道路斜線

街並み誘導型地区計画とは、都市計画法に定める地区計画の手法のひとつです。地区計画で

建物の壁面の位置と建築物の高さの制限等を定めることにより、前面道路の幅員による容積率

制限や道路斜線制限などを緩和することができます。これにより、建築物の壁面や高さ等を一定

の範囲内に誘導し、土地の有効利用を推進したり、良好な街並みを誘導します。

地区計画で想定される建築物等のルール

①用途の制限

②容積率の最高限度

③建ぺい率の最高限度

④敷地面積の最低限度

⑤建築面積の最低限度

⑥壁面の位置の制限

⑦壁面後退区域における工作物の設置の制限

⑧高さの最高限度

⑨形態又は色彩その他の意匠の制限

⑩緑化率の最低限度

⑪垣又はさくの制限

１２

〇上記の②④⑥⑦⑧のルールについては、街並み誘導型地区計画の活用に当たり、必ず定める必要があります。

〇上記のルールについては、別途条例に定める項目もあります。

地区計画（街並み誘導型地区計画）



地区計画の事例（練馬駅南口）

街並み誘導型地区計画を活用して建て替えた場合の、街並みの違いを見学

建物の
壁面後退

地区計画で、
建物の 壁面
後退や高さの
最高限度等の
ルールを定め
ることで、建
物のボリュー
ムや道路斜線
制限が緩和さ
れています。

建て替え後の
建物

建築の法令上
の制限（道路
斜線制限等）
を受け、建物
上部が斜めに
なっています。

建て替え前の
建物

壁面後退の幅
の計測や利用
状況を調べ、
後退幅の違い
による歩きや
すさなどを確
認しました。

建物の壁面の後退をルール化し、
歩行可能な空間を確保しています。

１３



・新たに敷地を分割する際に適用となります。

・現在の敷地をそのまま使用する場合は、適用さ
れません。

※敷地面積は建築基準法の規定により算出します。１６０㎡

８０㎡ ８０㎡

60㎡ 50㎡ 50㎡

例：８０㎡の場合

○敷地面積の最低限度とは

指定建ぺい率に応じて敷地面積の最低限度が定められています。
（平成16年用途地域の見直しを行ったときに導入されました。）
なお、現在、近隣商業地域及び商業地域には定められていません。

・指定建ぺい率30％ ⇒ 敷地面積100㎡以上

・指定建ぺい率40％ ⇒ 敷地面積 80㎡以上

・指定建ぺい率50％ ⇒ 敷地面積 70㎡以上

・指定建ぺい率60％ ⇒ 敷地面積 60㎡以上

○敷地面積の最低限度考え方

敷地面積の最低限度

■ 敷地面積の最低限度

１４



建築面積

敷地面積
×100％建ぺい率＝

一定の空地を確保して、防火・安全・
衛生上などの環境を維持することを
目的としています。

敷地や建物を上から見た図

建築面積 敷地面積

建 物

敷 地

道路

延べ面積

敷地面積
×100％容 積 率 ＝

２階建ての
建物の場合

敷地面積

延べ面積
（各階の床面積の合計）

道路

敷地

建築物と道路等の公共施設とのバ
ランスを確保し、市街地環境の確保
を図ることを目的としています。

○建ぺい率とは ○容積率とは

建ぺい率と容積率

■ 建ぺい率と容積率について

１５



マンセル表色系は、色相、明度、彩度の３つの属性の組み合
わせによって、ひとつの色を表すシステムです。

【色相】
色相は色合いを表します。10種の基本色である赤（R）、

黄（Y）、緑（G）、青（B）、紫（P）、黄赤（YR）、黄
緑（GY）、青緑（BG）、青紫（PB）、赤紫（RP）と数字
を組み合わせ、10YRや5Yなどと表記します。

【明度】
明度は明るさを0から10の数値で表します。数値が10に

近づくほど明るさが増します。無彩色は、最初にニュートラ
ルの意味を示す「N」をつけて表記します。

【彩度】
彩度は鮮やかさを0から14までの数字で表します。無彩

色の彩度は0であり、色味が増すのに従い数値も大きくなり
ます。各色相で最も鮮やかな色彩を示す最高彩度は色相によ
り異なり、JIS標準色票では、赤・黄系の最高彩度が14程度、
青系の最高彩度が8から10程度となっています。

マンセル表色系とは

色彩の基準については、JIS（日本工業規格）などにも採用されている国際的な尺度
である「マンセル表色系」を採用しています。

■色相
（マンセル色表環）

■明度と彩度

１６

杉並区景観計画

■ 杉並区景観計画の概要



緑化計画

１７

■ 緑化計画の主な届出内容

接道部緑化の基準



すぎなみの道づくり（道路整備方針）（平成29年3月策定）

１８

抜粋

道路の区分と役割

道路整備方針の目的

区内の都市計画道路の整備率は約５割、狭あい道路の整備率は約３割にとどまり、
依然として区内の道路基盤はぜい弱な状態にあります。
このため、体系的な道路網の整備を計画的に行うために都市計画道路と生活道路を
一体とした「すぎなみの道づくり（道路整備方針）」を策定しました。



すぎなみの道づくり（道路整備方針）（平成29年3月策定）

杉並区の道路分類

１９

抜粋



すぎなみの道づくり（道路整備方針）（平成29年3月策定）

２０

優先的に整備する道路の考え方

道路整備計画と優先整備路線の事業期間

抜粋



すぎなみの道づくり（道路整備方針）（平成29年3月策定） 抜粋

２１
優先整備路線（主要生活道路）位置図

優先整備路線（主要生活道路）一覧



江古田北部地区（武蔵野音楽大学周辺）で、幅員９ｍに拡げた道路の事例を見学

歩道
（幅員1.5m）

車道（幅員６m）

歩道
（幅員1.5m）

歩道状空地
（幅員1.1m）

拡幅した道路（幅員９ｍ）

武蔵野音楽大学側

道路整備の事例（江古田北部地区）

２２



道路側武蔵野音楽大学側

沿道緑化

歩道状空地
（幅員1.1m）

歩道
（幅員1.5m） 歩行者の空間 2.6ｍ

（歩道状空地1.1ｍ＋歩道1.5ｍ）

武蔵野音楽大学側

江古田北部地区（武蔵野音楽大学周辺）で、

幅員９ｍに拡げた道路の事例を見学

道路整備の事例（江古田北部地区）

２３



２４出典：国土交通省ホームページより

道路幅員のイメージ



自転車ネットワーク計画（平成29年3月策定）

２５

計画の概要（背景と目的）

抜粋

出典：杉並区自転車ネットワーク
計画(概要版)より



２６

（優先整備路線の整備イメージ）

自転車ネットワーク計画（平成29年3月策定） 抜粋

出典：杉並区自転車
ネットワーク
計画(概要版)より



２７

自転車ネットワーク計画（平成29年3月策定） 抜粋

優先整備路線図



＜ 自動車台数 ＞

ケヤキ
屋敷

ＪＲ阿佐ヶ谷駅

数値：自動車台数(台)

1,075

706

1,476

121

1,071

1,304
343

342

483

□出 典：平成27年度交通量調査（杉並区）

□調査時期：平成28年（2016年）2月1日（月） 午前7時～午後7時（12時間）

＜ 歩行者数と自転車台数 ＞

ケヤキ
屋敷

ＪＲ阿佐ヶ谷駅

歩：歩行者数(人)

自：自転車台数(台)

歩 4,794

歩 8,536

歩 5,768

自 1,953
自 2,219

歩 2,595

自 492

自 2,349

歩 887

自 1,060

歩 2,173

自 861

歩 5,405

自 1,095

主な道路の交通量（自動車/歩行者/自転車）

※当地点の交通量は、
平成29年3月13日（月）
午前7時～午後7時（12
時間）の調査による。

２８



凡 例

6.0ｍ～

5.0～6.0ｍ

4.0～5.0ｍ

＜ 現況の主な道路幅員 ＞

ケヤキ屋敷

ＪＲ阿佐ヶ谷駅

一方通行

凡 例

＜ 現況の主な交通規制（自動車） ＞

ケヤキ屋敷

馬橋公園方面

ＪＲ阿佐ヶ谷駅

現況の主な道路幅員と交通規制

２９



：阿佐ヶ谷駅北東地区

：杉一馬橋公園通り
：阿佐ヶ谷駅北東地区

：杉一馬橋公園通り

※１ 現況：平成27年度末現在の区内建物状況や道路整備状況を反映
※２ 減災対策の内容：耐震化率96％、不燃化特区の不燃領域率70％、狭あい道路拡幅整備100％、都市計画道路優先整備路線（第四次

事業化計画及び「すぎなみの道づくり（道路整備方針）」に掲げる優先整備路線の整備が完了した場合を想定しています。

現況 における焼失想定図
※１

想定地震 ： 東京湾北部地震 （M７．３）
冬 ・ 時間１８時 ・ 風速8m/ｓ 減災対策後の焼失想定図

※２
想定地震 ： 東京湾北部地震 （M７．３）
冬 ・ 時間１８時 ・ 風速8m/ｓ

地震被害シミュレーション（平成29年9月公表）

３０

〇区が昨年公表した「地震被害シミュレーション（平成２９年９月）」では、道路基盤の

整備等による被害の減少が見込まれている。



幅員(ｍ)

（参考）阪神淡路大震災での道路幅員と道路閉塞の関係

通行不可 人通行可 車通行可 歩道までの倒壊

出典：新時代のまちづくり・みちづくり（都市整備研究会）

道路幅員と道路閉鎖の関係

阪神淡路大震災の例では、幅員8m以上の道路では、沿道の建物が倒壊しても車両の通行が可能。

３１



▲現在

馬橋公園

（※）幹線道路から連続した幅員６ｍ以上の道路から半径280ｍ
以遠を震災時の消防活動困難区域として想定した場合

▲小学校移転用地北側までの拡幅
による困難区域の解消

▲馬橋公園までの拡幅による
困難区域の解消

馬橋公園

解消区域

困難区域
困
難
区
域

馬橋公園

困難区域

解
消
区
域

杉一小

杉一小
（移転改築）

解
消
区
域

杉一小
（移転改築）

阿佐ヶ谷駅
北東地区

○杉一馬橋公園通りは、

・「防災都市づくり推進計画（平成２８年３月(改定）東京都）」における
防災生活道路（車両の通行や円滑な消火・救援及び避難を可能とする防災上重要な道路）

・「すぎなみの道づくり（道路整備方針）（平成２９年３月 杉並区）」における
主要生活道路の優先整備路線（防災性、安全性を向上させるため道路拡幅を行う必要性が高い道路）
に位置付けられている。

○杉一馬橋公園通りを段階的に拡幅整備することにより、震災時消防活動困難区域を解消でき、当該
地区周辺の防災性の向上につながる。

道路整備による防災性の向上について（杉一馬橋公園通り）

凡 例

震災時消防活動困難区域

道路整備による困難区域の解消
３２


